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登録情報変更届出書

moomoo証券株式会社 御中
下記の事項に変更がありましたので、次の事項に基づき、変更事項を告知・届出いたします。
所得税法施行規則第 81条の 21 第 2項 所得税法施行令第 336 条の第 3 項 所得税法施行令第 339 条の第 4 項および第 5 項 所得税法施行令第 342 条第 3 項
所得税法施行令第 348 条第 3項 租税特別措置法施行令第 2 条の 2 第 12 項、同令第 4 条第 9 項、同令第 4 条の 5 第 9項および同令第 4 条の 6 の 2 第 24 項
租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 4 第 1 項および第 2 項
また、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 14 条に基づく、貴社からの番号の提出の依頼に対し、金融商品取引に関する口座
の届出事務、法定書類の作成・提供のため、個人番号を提供します。提供する個人番号は添付するマイナンバーカード、または住民票の写し等に記載されている「個人
番号」のとおりです。

現在の届出内容

※すべての項目をご記入ください。

ID 記入日 西暦 年 月 日

氏名

（自署）

フリガナ

生年月日 西暦 年 月 日

住所
〒

新しい届出内容

※変更する項目に✓（チェック）を入れ、変更後の情報をご記入ください。
変更にあたり「本人確認書類」「マイナンバー確認書類」のご提出が必要です。別紙をご参照のうえ、あわせてご提出をお願いいたします。

氏名

（新氏名）

フリガナ

住所 〒

※変更後の新住所は本人確認書類と同一の内容をご記入ください。

携帯電話番号

メール

アドレス

フリガナ

※0「（ゼロ）・o（オー）」「1（イチ）・ｌ（エル）」など判別が難しいものはフリガナをご記入ください。

国籍 □ 日本 □ アメリカ □ その他 (国名： )

上場株式等の譲渡の対価の支払者および
特定口座を開設している金融商品取引業者の営業所

金融機関の名称 ／ 支店 moomoo 証券株式会社 ／ 本店

所在地 東京都渋谷区渋谷１丁目２−５ MFPR 渋谷ビル 11 階

社用欄

本人確認書類 マイナンバー確認書類 精査 登録 受理日

□運転免許証・運転経歴証明書
□マイナンバーカード（表）
□在留カード・特別永住者証明書
□その他( )

□住民票の写し
□マイナンバーカード（裏）
□その他( )

（兼 住所等の変更届出書 兼 包括告知書○告 兼 特定口座異動届出書 兼 個人番号提供書○告）
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書類のご記入方法等について
住所・氏名の変更手続きにあたり、「本人確認書類」「マイナンバー確認書類」のご提出が必要です。
下記ご参照いただき、変更届書とあわせてご提出ください。

なお、住所・氏名の変更を行なう場合、ひとつの本人確認書類（運転免許証、住民票の写し等）で変更前後の住所・氏名が確認できる場合、マイ
ナンバーの提出を省略することができます。

（例）マイナンバー確認書類の提出が不要のケース（運転免許証）

■ご利用いただける本人確認書類のコピー（顔写真のない本人確認書類＜健康保険証／住民票の写し＞については 2 点の提出が必要です）

運転免許証 （または 運転経歴証明書） 在留カード 健康保険証 住民基本台帳カード（顔写真があるもの）

マイナンバーカード 特別永住者証明書 住民票の写し 印鑑登録証明書

■ご利用いただけるマイナンバー確認書類のコピー（いずれか 1 つ）

※携帯電話番号、メールアドレスを変更する場合、マイナンバーの提出は不要です。

マイナンバーカード（表面・裏面での組合せ利用可能） 住民票の写し（個人番号記載のあるもの）

■必要書類の具体例等
＜住所変更＞ ＜氏名変更＞
①運転免許証＋個人番号記載のある住民票の写し ①当社登録氏名から新氏名への移り
②マイナンバーカード（両面） 変わりが確認できる本人確認書類
③健康保険証（両面）＋＋個人番号記載のある住民票の写し

氏名変更手続きにあたり、本人確認書類で当社登録氏名から新氏名への移り変わりが確認できない場合は、本人確認書類とあわせて、新氏名・旧
氏名の確認ができる戸籍謄本（全部事項証明書）や戸籍抄本（個人事項証明書）のご提出が必要です。

＜国籍変更＞
・外国籍→日本国籍 ： 「本人確認書類」＋「戸籍謄本等帰化されたことが確認できる書類」
・日本国籍→外国籍 または 外国籍→外国籍： 「在留カード」または「特別永住者証明書」

■書類の記入について

■ご留意事項
・氏名、住所、生年月日、公印等すべての記載事項が鮮明に確認できるようコピーください。（印字に切れがある場合、不鮮明の場合は不備となります）
・有効期限内であるものが有効です。有効期限のない書類は当社に到着した時点で発行から 6 か月以内に作成されたもののみ受付いたします。
・住民票の写しなど、複数枚交付がある書類は全頁をご提出ください。
・運転免許証など、裏面に記載事項がある場合は裏面のコピーもあわせてご提出ください。
・マイナンバーに変更がある場合、別途マイナンバーの変更手続きが必要です。
・メールアドレス、電話番号のみ変更する場合、マイナンバー確認書類のご提出は不要です。（本人確認書類のみご提出ください）
・情報漏えいリスク低減のため、お手続きに不備があった場合、マイナンバーの記載がある書類は返却せず、当社にて速やかに破棄させていただきます。

✓
ご本人様が自署で
ご記入ください。

現在のお届出内容は、
アプリへログイン後
「口座＞登録情報」画
面にてご確認いただ
けます。

9桁の moomooID をご
記入ください。

変更する事項にチェック（✓）
をいれ、もれなくご記入くだ
さい。
変更後の「氏名・住所」につ
いては、ご提出いただく
本人確認書類と同一である
かをご確認ください。

＜記入事項を訂正する場合＞

誤って記入した内容に二重線を引き、

訂正印（サイン可）をご捺印のうえ、
空いているところに正しい内容をご記入

ください。

※修正液などでの訂正は不可。

表面：登録住所
（旧住所） 裏面：新住所

旧姓と新姓
が確認でき

るもの

１２３４５６７８９ 2023 ９ １

mooomoo 太郎
ムームー タロウ

1995 １ １

150‐0002 東京都渋谷区渋谷＊＊＊＊

ムームー 太郎
ムームー タロウ


